
（単位：万円）

給与収入 300 500 700 1200 2500

子ども手当 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2

児童手当（小学生１人＋3才未満）     ▲18.0     ▲18.0     ▲18.0 0.0 0.0

合計 13.2 13.2 13.2 31.2 31.2

▲が負担増の影響を示す

（単位：万円）

給与収入 300 500 700 1200 2500

所得税の扶養控除（年少）廃止 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 2.8 ▲ 4.4 ▲ 7.6

住民税の扶養控除（年少）廃止 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 2.8 ▲ 4.4 ▲ 7.6

▲が負担増の影響を示す

差額（受け取り額の増減） 12.2 11.9 10.4 26.8 23.6 (増加）

子ども手当創設、扶養控除（年少）廃止の場合の影響額について（平成２２年度）

夫婦＋子２人（専業主婦、小学生+３才未満）の場合

配布資料：2010年3月12日　衆議院厚生労働委員会　西村康稔（自民党）　出典：財務省・総務省資料を参考に、西村康稔事務所作成


